
お問合せ
大村市役所　国保けんこう課　
☎0957-53-4111（内線110～112、119）

特集号特集号国民健康保険
後期高齢者医療保険
令和７年度
保　存　版

令和７年度　国民健康保険のお知らせ
〇令和6年12月2日以降はマイナ保険証を基本とした仕組みへ
　従来の保険証に代えて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します
〇資格確認書等の更新は令和７年（２０２５年）７月末に行います

　高齢化の進展や生活習慣病などの慢性疾患の増加にともない、一人当たりの医療費
は年々増加しています。安定した国保制度を維持するためにも、医療費適正化にご協力
ください。

重複受診をやめましょう かかりつけの医師を持ちましょう

同じ病気で同時期に複数の医療機関を受診

すると、その度に初診料や検査費用がかか

るだけでなく、体への負担も大きくなりま

す。また、薬のもらいすぎ

にもつながります。

かかりつけの医師はあなたの病歴や服薬状況を把握

していて、いざというときに素早く対応してくれま

す。詳しい検査や高度な医療が必要と診断された場

合、適切な医療機関や専門医へ紹

介状を書いてくれます。そのため、

紹介状なしの場合にかかる「特別

料金」が不要になります。

診療時間外（夜間・休日）の安易な受
診は控えましょう（迷ったら＃7119）

小児緊急電話相談（＃８０００）を
利用しましょう

診療時間外の受診は緊急性の高い患者さん
のためのものです。医療機関を受診する 
場合は、専門の検査や診
断が受けられる診療時間
内に受診してください。
緊急性があるか迷ったら
長崎県救急安心センター
（＃7119）へご相談くだ
さい。

休日や夜間などに子どもが急病になったら、まずは

は小児緊急電話相談（＃８０００）をご利用くださ

い。ただし、明らかに緊急を要する

急病の場合は、迷わず医療機関

を受診してください。

ジェネリック医薬品（後発医薬品）
を利用しましょう

お薬手帳などを活用しましょう

ジェネリック医薬品とは、新薬（先発医薬

品）の特許が切れた後に発売される、安全

性や有効性が新薬と同等と認められた医薬

品のことです。

研究・開発コストを抑える

ことができるため低価格に

設定されています。

お薬手帳には、服用している薬の名前や量（日数や

使用法）などが記録でき、複数の医療機関を 1 冊

にまとめることで薬の重複をチェックできるので、

多剤併用による副作用も防げます。

マイナ保険証なら救急医療の場合でも正確な診療情

報等で処置を受けることができます。また、マイナ

ポータルでいつでも薬等の情報を閲覧することがで

きます。

※お薬手帳をお持ちでない方は
　薬局等にお尋ねください。

・データに基づくより良い医療を受けられる　
・救急現場でもデータにより正確に医療情報提供ができる
・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
・マイナポータルと e-tax 連携で確定申告の医療費控除がカンタンに
・就職、転職、引越後も健康保険証等としてずっと使える

※お持ちの現行保険証は有効期限まで使えます。

医療費の適正化にご協力を！

マイナ保険証には
様々なメリットが
あります。
ぜひご利用ください



　
令
和
６
年
12
月
２
日
以
降
、
制
度
改
正

に
よ
り
保
険
証
の
新
規
・
再
発
行
が
終
了

し
ま
し
た
。
従
来
の
保
険
証
に
代
え
て
、

マ
イ
ナ
保
険
証
の
保
有
状
況
に
応
じ
「
資

格
確
認
書
」
ま
た
は
「
資
格
情
報
の
お
知

ら
せ
」
を
交
付
し
ま
す
。

　
医
療
機
関
等
の
窓
口
で
は
、
マ
イ
ナ
保

険
証
ま
た
は
資
格
確
認
書
を
ご
提
示
く
だ

さ
い
。
な
お
、
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
は

令
和
７
年
７
月
31
日
（
一
部
の
方
を
除
く
）

ま
で
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
注
）
マ
イ
ナ
保
険
証
と
は
保
険
証
利
用
登
録
を

　
行
っ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
こ
と
で
す
。

　
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
で
き
る
医
療

機
関
等
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が

保
険
証
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。
マ
イ
ナ

保
険
証
が
機
械
の
不
具
合
な
ど
で
使
え
な

い
場
合
は
、「
マ
イ
ナ
保
険
証
」
と
「
資

格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
両
方
を
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保
険
証
と
し

て
利
用
登
録
す
る
場
合
は
、
医
療
機
関
等

の
受
付
（
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
）
や
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
国
保
け
ん
こ
う
課
の
窓
口
で
も
利

用
登
録
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
国
保
に
加
入
す
る
と
き
や
国
保
を
や
め

る
と
き
は
、
14
日
以
内
に
市
民
課
へ
届
出

が
必
要
で
す
。（
勤
務
先
な
ど
が
加
入
者

に
か
わ
っ
て
国
保
喪
失
を
市
に
届
け
出
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
保

険
証
を
ご
利
用
の
方
も
こ
の
手
続
き
は
必

要
と
な
り
ま
す
。）

　
ま
た
、
大
村
市
国
保
資
格
喪
失
後
に
大

村
市
国
保
の
保
険
証
等
を
医
療
機
関
に
提

示
し
て
受
診
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

も
し
、
受
診
し
た
場
合
は
、
後
日
、
７
〜

８
割
分
の
医
療
費
や
高
額
療
養
費
の
返
還

に
つ
い
て
請
求
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
前
住
所
地
で
国
保
だ
っ
た
方
は
、
転
入

手
続
き
を
す
る
と
き
に
、
加
入
の
申
し
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
転
入
直
前
ま
で
社
会
保
険
な

ど
に
加
入
し
て
い
た
方
は
、
社
会
保
険
な

ど
を
や
め
た
証
明
書
が
必
要
で
す
。

　
市
民
課
で
転
出
手
続
き
を
し
て
い
た
だ

く
と
、
大
村
市
の
国
民
健
康
保
険
の
資
格

も
一
緒
に
喪
失
さ
れ
ま
す
。
必
要
な
も
の

は
、
届
出
人
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

（
運
転
免
許
証
な
ど
）
と
転
出
す
る
方
全

員
分
の
保
険
証
ま
た
は
資
格
確
認
書
で
す
。

　
ま
た
、
70
歳
か
ら
74
歳
の
方
は
、
転
出

先
へ
提
出
し
て
い
た
だ
く
負
担
区
分
証
明

書
を
交
付
い
た
し
ま
す
。

　
手
続
き
は
市
民
課
で
行
い
ま
す
。
必
要

な
も
の
は
、
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た

証
明
書
（
資
格
喪
失
証
明
書
）
ま
た
は
離

職
票
（
退
職
日
の
わ
か
る
も
の
）
で
す
。

　
な
お
、
全
て
の
届
出
に
は
本
人
確
認
書

類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）
が
必
要
で
す
。

申請理由 届出に必要なもの

申請理由 届出に必要なもの

－2－－3－

　
国
保
は
病
気
や
ケ
ガ
に
そ
な
え
て
、

安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、

加
入
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
に
応
じ
て

保
険
税
を
出
し
合
い
、
そ
こ
か
ら
医
療

費
を
支
払
お
う
と
い
う
助
け
合
い
の
制

度
で
す
。

　「
勤
め
先
（
職
場
）
の
健
康
保
険
」
に

加
入
し
て
い
る
人
や
そ
の
扶
養
家
族
、

「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
に
加
入
し
て

い
る
人
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人

を
除
い
て
、
す
べ
て
の
人
が
お
住
ま
い

の
市
区
町
村
の
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）

に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

国
保
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
と
は

　
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
届
出
に
必
要
な
も
の
を
持
参
の
う
え
14 

日
以
内
に
市
民
課
で
届

出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
全
て
の
届
出
に
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
が
必
要
で
す
。

国
保
の
加
入
・
喪
失
等
の
届
出
に
つ
い
て

国
保
加
入
や
喪
失
の
届
出

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が

保
険
証
と
し
て
利
用
で
き
ま
す

よ
く
あ
る
質
問

従
来
の
保
険
証
か
ら

マ
イ
ナ
保
険
証
を

　
　
　
基
本
と
し
た
制
度
へ

大
村
市
に
転
入
し
て
き
ま
し
た
。

国
民
健
康
保
険
加
入
の
手
続
き
に

つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

Q

会
社
を
退
職
し
、国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
た
い
の
で
す
が
。

Q

市
外
へ
転
出
し
、
大
村
市
国
民
健

康
保
険
を
喪
失
す
る
場
合
、
ど
の

よ
う
な
手
続
き
が
必
要
で
す
か
。

Q

　
国
保
加
入
の
届
出
が
遅
れ
、
保
険

証
等
の
な
い
状
態
で
医
療
機
関
を
受

診
し
た
場
合
、
医
療
費
を
全
額
支
払

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
国
保

の
資
格
取
得
日
は
届
出
の
日
で
は
な

く
、
以
前
加
入
し
て
い
た
健
康
保
険

な
ど
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
で
す
。

そ
の
日
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
税

が
課
税
さ
れ
る
た
め
、
届
出
が
遅
れ

る
と
１
回
あ
た
り
の
保
険
税
の
納
付

額
が
高
額
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

届
出
は
、
す
み
や
か
に 

加入するとき

喪失するとき

その他

加入するとき

喪失するとき

その他

申請理由 届出に必要なもの

大村市に転入してきたとき
（他の健康保険などに加入していない場合）

職場の健康保険などをやめたとき
（被扶養者から外れたとき）

前住所地発行の転出証明書
※転出証明書で国保資格が確認できない場合、職場の
　健康保険の資格喪失証明書または離職票が必要です。

職場の健康保険の資格喪失証明書または離
職票

・保険証または資格確認書
・保護受給証明書または保護開始決定通知書

・大村市国保の保険証または資格確認書
・職場の資格確認書または加入したことを証明する書
  類（資格取得日がわかる資格情報のお知らせなど)

特にありません

保護受給証明書または保護廃止決定通知書

子どもが生まれたとき

生活保護を受けなくなったとき

保険証または資格確認書

死亡した人の保険証または資格確認書

他の市区町村に転出するとき

職場の健康保険に入ったとき

職場の健康保険の被扶養者になったとき

被保険者が死亡したとき

生活保護を受けるようになったとき

市内で住所が変わったとき

世帯主や氏名が変わったとき

世帯を分離、 合併したとき

大村市外の施設に入所したとき

　国保の届出・申請等は世帯主が行うため、「世帯主」のマイナンバーカードと「対象となる人」の
マイナンバーカードの両方が必要です。
・マイナンバーカードがない場合は下記の書類が必要です。

※顔写真付きの本人確認ができるものがない場合は、２点以上の本人確認ができるものが必要です。

　例　健康保険証 ＋ 年金手帳 、   介護保険証 ＋ 公的機関（市役所など）からの通知 など

保険証、資格確認書または資格情報のお知
らせ（破損した場合）

保険証または資格確認書

・保険証または資格確認書
・在学証明書

・保険証または資格確認書
・在園証明書

保険証等の紛失、 破損により再発行が必要
なとき

子どもが修学のため大村市外に住所を定め
るとき

＊転入・出生以外の手続きは、平日の開庁時間内（8時30分～17時15分）に行ってください。
　土曜日・日曜日、祝日や出張所、郵送による受付は行っていません。
＊平日12時～13時は資格確認書または資格情報のお知らせの発行ができません。
　その時間帯に受け付けた場合は原則、後日資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。

～国保の届出・申請等にはマイナンバーが必要です～ 

マイナンバーの確認が
できる通知カード等 

本人確認ができる公的機関が発行した
顔写真付きの証明書（運転免許証等） ＋ 

マイナ保険証を
ご利用の方も国
保の加入・喪失の
届出が必要です。
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に
喪
失
さ
れ
ま
す
。
必
要
な
も
の

は
、
届
出
人
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

（
運
転
免
許
証
な
ど
）
と
転
出
す
る
方
全

員
分
の
保
険
証
ま
た
は
資
格
確
認
書
で
す
。

　
ま
た
、
70
歳
か
ら
74
歳
の
方
は
、
転
出

先
へ
提
出
し
て
い
た
だ
く
負
担
区
分
証
明

書
を
交
付
い
た
し
ま
す
。

　
手
続
き
は
市
民
課
で
行
い
ま
す
。
必
要

な
も
の
は
、
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た

証
明
書
（
資
格
喪
失
証
明
書
）
ま
た
は
離

職
票
（
退
職
日
の
わ
か
る
も
の
）
で
す
。

　
な
お
、
全
て
の
届
出
に
は
本
人
確
認
書

類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）
が
必
要
で
す
。

申請理由 届出に必要なもの

申請理由 届出に必要なもの

－2－－3－

　
国
保
は
病
気
や
ケ
ガ
に
そ
な
え
て
、

安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、

加
入
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
に
応
じ
て

保
険
税
を
出
し
合
い
、
そ
こ
か
ら
医
療

費
を
支
払
お
う
と
い
う
助
け
合
い
の
制

度
で
す
。

　「
勤
め
先
（
職
場
）
の
健
康
保
険
」
に

加
入
し
て
い
る
人
や
そ
の
扶
養
家
族
、

「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
に
加
入
し
て

い
る
人
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人

を
除
い
て
、
す
べ
て
の
人
が
お
住
ま
い

の
市
区
町
村
の
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）

に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

国
保
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
と
は

　
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
届
出
に
必
要
な
も
の
を
持
参
の
う
え
14 

日
以
内
に
市
民
課
で
届

出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
全
て
の
届
出
に
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
が
必
要
で
す
。

国
保
の
加
入
・
喪
失
等
の
届
出
に
つ
い
て

国
保
加
入
や
喪
失
の
届
出

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が

保
険
証
と
し
て
利
用
で
き
ま
す

よ
く
あ
る
質
問

従
来
の
保
険
証
か
ら

マ
イ
ナ
保
険
証
を

　
　
　
基
本
と
し
た
制
度
へ

大
村
市
に
転
入
し
て
き
ま
し
た
。

国
民
健
康
保
険
加
入
の
手
続
き
に

つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

Q

会
社
を
退
職
し
、国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
た
い
の
で
す
が
。

Q

市
外
へ
転
出
し
、
大
村
市
国
民
健

康
保
険
を
喪
失
す
る
場
合
、
ど
の

よ
う
な
手
続
き
が
必
要
で
す
か
。

Q

　
国
保
加
入
の
届
出
が
遅
れ
、
保
険

証
等
の
な
い
状
態
で
医
療
機
関
を
受

診
し
た
場
合
、
医
療
費
を
全
額
支
払

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
国
保

の
資
格
取
得
日
は
届
出
の
日
で
は
な

く
、
以
前
加
入
し
て
い
た
健
康
保
険

な
ど
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
で
す
。

そ
の
日
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
税

が
課
税
さ
れ
る
た
め
、
届
出
が
遅
れ

る
と
１
回
あ
た
り
の
保
険
税
の
納
付

額
が
高
額
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

届
出
は
、
す
み
や
か
に 

加入するとき

喪失するとき

その他

加入するとき

喪失するとき

その他

申請理由 届出に必要なもの

大村市に転入してきたとき
（他の健康保険などに加入していない場合）

職場の健康保険などをやめたとき
（被扶養者から外れたとき）

前住所地発行の転出証明書
※転出証明書で国保資格が確認できない場合、職場の
　健康保険の資格喪失証明書または離職票が必要です。

職場の健康保険の資格喪失証明書または離
職票

・保険証または資格確認書
・保護受給証明書または保護開始決定通知書

・大村市国保の保険証または資格確認書
・職場の資格確認書または加入したことを証明する書
  類（資格取得日がわかる資格情報のお知らせなど)

特にありません

保護受給証明書または保護廃止決定通知書

子どもが生まれたとき

生活保護を受けなくなったとき

保険証または資格確認書

死亡した人の保険証または資格確認書

他の市区町村に転出するとき

職場の健康保険に入ったとき

職場の健康保険の被扶養者になったとき

被保険者が死亡したとき

生活保護を受けるようになったとき

市内で住所が変わったとき

世帯主や氏名が変わったとき

世帯を分離、 合併したとき

大村市外の施設に入所したとき

　国保の届出・申請等は世帯主が行うため、「世帯主」のマイナンバーカードと「対象となる人」の
マイナンバーカードの両方が必要です。
・マイナンバーカードがない場合は下記の書類が必要です。

※顔写真付きの本人確認ができるものがない場合は、２点以上の本人確認ができるものが必要です。

　例　健康保険証 ＋ 年金手帳 、   介護保険証 ＋ 公的機関（市役所など）からの通知 など

保険証、資格確認書または資格情報のお知
らせ（破損した場合）

保険証または資格確認書

・保険証または資格確認書
・在学証明書

・保険証または資格確認書
・在園証明書

保険証等の紛失、 破損により再発行が必要
なとき

子どもが修学のため大村市外に住所を定め
るとき

＊転入・出生以外の手続きは、平日の開庁時間内（8時30分～17時15分）に行ってください。
　土曜日・日曜日、祝日や出張所、郵送による受付は行っていません。
＊平日12時～13時は資格確認書または資格情報のお知らせの発行ができません。
　その時間帯に受け付けた場合は原則、後日資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。

～国保の届出・申請等にはマイナンバーが必要です～ 

マイナンバーの確認が
できる通知カード等 

本人確認ができる公的機関が発行した
顔写真付きの証明書（運転免許証等） ＋ 

マイナ保険証を
ご利用の方も国
保の加入・喪失の
届出が必要です。
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国
保
で
受
け
ら
れ
る
給
付

国
保
で
給
付
を

　
　
受
け
ら
れ
な
い
も
の

　
病
気
や
ケ
ガ
を
し
て
医
療
機
関
を
受
診
す
る
場
合
、
保
険
証
等

を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
す
る
と
、
医
療
費
の
一
部
（
一
部
負

担
金
）
を
支
払
う
だ
け
で
、
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

残
り
の
費
用
は
国
保
が
負
担
し
ま
す
。

◎費用の負担割合

◎入院時食事療養費の自己負担（令和７年４月１日から適用）　

一部負担金の割合

７０歳～７４歳

６歳～６９歳

６歳未満

２割（または３割）
※前年所得により８月から負担割合が変わることがあります。
　（８ページ参照）

３割
※６歳の誕生日以降の最初の３月３１日までは２割
　（６歳の誕生日が４月１日の場合はその前日）

一般加入者（住民税課税世帯）

住　民　税
非課税世帯

９０日以内

９１日以上

１食　２４０円

１食　１９０円

１食　５１０円

１食　１１０円非課税世帯のうち低所得者Ⅰ（７０歳以上の人のみ）

※住民税非課税世帯で世帯区分が「オ」または「低所得者Ⅱ」の人が 1年以内に
　91日以上入院した場合、食事代の減額を受けることができますが、その適用を
　受けるためには長期入院の認定申請が必要です。
※入院時食事療養費の自己負担は高額療養費の対象にはなりません。
※「低所得者Ⅰ」とは住民税非課税世帯で、所得が 0 円である人。ただし、年金収
　入については 80万円以下の人。
※一般加入者（住民税課税世帯）のうち、指定難病や小児慢性特定疾病の患者など、
　一部の人については１食300円となります。詳細は国保けんこう課までお尋ね
　ください。

過去１２か月間の
入　院　日　数

２割

　
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
保
険
証
等
を
持
っ
て
い
て
も
給
付
は

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

◎
給
付
で
き
な
い
も
の

◎
給
付
制
限

　
　
　
さ
れ
る
も
の

【
交
通
事
故
に
あ
っ
た
と
き
の
心
得
】

○
美
容
の
た
め
の
処
置
や
手
術

○
健
康
診
断
、
検
診
、
予
防
接
種

○
正
常
妊
娠
・
出
産
、
経
済
的
理
由
に

よ
る
人
工
中
絶

○
歯
列
矯
正

○
し
み
・
そ
ば
か
す
、
わ
き
が
な
ど
日

常
生
活
に
支
障
の
な
い
症
状
の
治
療

○
仕
事
中
の
病
気
や
ケ
ガ
（
労
災
保
険

の
対
象
と
な
る
と
き
）

○
以
前
勤
め
て
い
た
職
場
の
保
険
が

　
使
え
る
と
き
（
継
続
療
養
）

○
け
ん
か
や
泥
酔
な
ど
が
原
因

　
の
病
気
や
ケ
ガ

○
飲
酒
運
転
な
ど
犯
罪
を
犯
し

　
た
と
き
や
故
意
に
よ
る
病
気

　
や
ケ
ガ

○
医
師
や
保
険
者
の
指
示
に
従

　
わ
な
か
っ
た
と
き

○
少
年
院
や
刑
事
施
設
等
に
収

　
容
さ
れ
た
と
き

◎
保
険
診
療
対
象
と

　
　
　
　
な
ら
な
い
も
の

○
研
究
中
の
高
度
医
療

○
希
望
に
よ
り
保
険
外
診
療
を
受
け
た
と
き

○
入
院
し
た
と
き
の
室
料
差
額

　（
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど
）

○
歯
科
診
療
で
特
殊
材
料
な
ど
の
使
用

　（
自
由
診
療
な
ど
）

事
故
な
ど
に
よ
る
ケ
ガ
と
国
民
健
康
保
険

　
交
通
事
故
や
動
物
の
咬
傷
事
故
な
ど
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
受
け
た
ケ
ガ
の
医
療
費
は
、
原
則

と
し
て
加
害
者
が
全
額
負
担
す
べ
き
も
の
で
す
。
や
む
を
得
ず
国
保
で
治
療
を
受
け
た
場
合
の
医
療

費
は
、
国
保
が
立
て
替
え
る
形
で
一
旦
支
払
い
、
後
日
、
国
保
が
被
害
者
に
代
わ
っ
て
加
害
者
（
損

害
保
険
会
社
等
）
に
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
国
保
け
ん
こ
う
課
に
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。

　
　　

国
保
で
治
療
を
受
け
る
と
き
は
、「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」（
用
紙
は
国
保
け
ん
こ
う
課

窓
口
ま
た
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。）
の
提
出
が
必
要
で
す
。
こ
の
届
出
が
な
い

と
国
保
が
使
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
交
通
事
故
証
明
書
（
後
日
で
も
可
）　
　
・
保
険
証
ま
た
は
資
格
確
認
書
　   

・
世
帯
主
の
認
印

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
も
の

１
．
安
全
な
場
所
に
車
を
止
め
、
エ
ン
ジ
ン
を
切
る
。

２
．
速
や
か
に
負
傷
者
の
救
護
を
行
う
。

３
．
警
察
に
連
絡
す
る
。

　
○
目
撃
者
の
証
言
を
も
ら
う
。（
目
撃
者
の
住
所
・
氏
名
を
忘
れ
ず
に
メ
モ
す
る
。）

　
○
事
故
の
相
手
方
を
確
認
す
る
。

　
　（
車
の
ナ
ン
バ
ー
・
車
種
・
運
転
者
の
氏
名
・
住
所
・
勤
務
先
・
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
会
社
名
・
証
書
番

　
　  

号
な
ど
）

４
．
軽
い
ケ
ガ
で
あ
っ
て
も
後
遺
症
の
心
配
が
あ
る
た
め
、
必
ず
医
師
の
診
断
を
受
け
る
。

５
．
国
保
を
使
っ
て
医
療
機
関
を
受
診
す
る
場
合
、「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」
を
提
出
す
る
。

　
届
出
を
行
う
前
に
示
談
を
す
る
と
、
示
談
内
容
が
優
先
し
て
加

害
者
に
請
求
で
き
な
い
（
国
保
が
使
え
な
い
）
場
合
が
あ
り
ま
す
。

必
ず
示
談
の
前
に
国
保
け
ん
こ
う
課
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

◆
示
談
の
前
に
!

◆「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
！

◆
届
出
に
必
要
な
も
の

①
療
養
の
給
付

②療　養　費④葬　祭　費

③出産育児一時金⑤海外療養費

　次のような理由で医療費の全額を支払ったときは、
申請をもとに審査を行い、決定した額から自己負担相
当額を差し引いた額が支給されます。

◆急病などで、やむを得ず医療機関に保険証等の提
示ができなかったとき
◆骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
◆医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージ
を受けたとき
◆医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具を
購入したとき
◆輸血のため生血代を負担したとき　等

　国保に加入している人が死亡したとき、申請により
葬儀を行った人（喪主）に２万円が支給されます。

《申請に必要なもの》
・死亡した人の保険証または資格確認書
・葬祭を行った証明（例：葬儀領収書、会葬御礼など
葬祭執行者名が確認できるもの）
※葬祭費の申請には領収書などが必ず必要です。
・届出人の本人確認ができるもの
・葬祭執行者名義の通帳
・葬祭執行者のマイナンバーが確認できるもの

　国保に加入している人が出産したとき、申請により
支給されます。（妊娠85日以上の流産・死産でも支給
されます。※医師の証明が必要です。）

〈注意点〉
※社会保険などから支給がある場合は、国保からは支
給されません。
※生活の拠点が海外の場合、出産だけのために一時帰
国した場合の支給はありません。
※支給方法についてご不明な点があれば、国保けんこ
う課にお尋ねください。

　海外旅行中の病気などで診療を受けた場合、申請に
より認められれば、決定した額から自己負担相当額を
差し引いた額が支給されます。（治療目的の渡航を除く。）

《申請に必要なもの》
・診療内容明細書 ・領収明細書
　（いずれも日本語の翻訳文が必要です。）
・同意書 
・保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
・印かん
・世帯主名義の通帳   ・申請書　・パスポート
・世帯主のマイナンバーが確認できるもの 
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国
保
で
受
け
ら
れ
る
給
付

国
保
で
給
付
を

　
　
受
け
ら
れ
な
い
も
の

　
病
気
や
ケ
ガ
を
し
て
医
療
機
関
を
受
診
す
る
場
合
、
保
険
証
等

を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
す
る
と
、
医
療
費
の
一
部
（
一
部
負

担
金
）
を
支
払
う
だ
け
で
、
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

残
り
の
費
用
は
国
保
が
負
担
し
ま
す
。

◎費用の負担割合

◎入院時食事療養費の自己負担（令和７年４月１日から適用）　

一部負担金の割合

７０歳～７４歳

６歳～６９歳

６歳未満

２割（または３割）
※前年所得により８月から負担割合が変わることがあります。
　（８ページ参照）

３割
※６歳の誕生日以降の最初の３月３１日までは２割
　（６歳の誕生日が４月１日の場合はその前日）

一般加入者（住民税課税世帯）

住　民　税
非課税世帯

９０日以内

９１日以上

１食　２４０円

１食　１９０円

１食　５１０円

１食　１１０円非課税世帯のうち低所得者Ⅰ（７０歳以上の人のみ）

※住民税非課税世帯で世帯区分が「オ」または「低所得者Ⅱ」の人が 1年以内に
　91日以上入院した場合、食事代の減額を受けることができますが、その適用を
　受けるためには長期入院の認定申請が必要です。
※入院時食事療養費の自己負担は高額療養費の対象にはなりません。
※「低所得者Ⅰ」とは住民税非課税世帯で、所得が 0 円である人。ただし、年金収
　入については 80万円以下の人。
※一般加入者（住民税課税世帯）のうち、指定難病や小児慢性特定疾病の患者など、
　一部の人については１食300円となります。詳細は国保けんこう課までお尋ね
　ください。

過去１２か月間の
入　院　日　数

２割

　
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
保
険
証
等
を
持
っ
て
い
て
も
給
付
は

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

◎
給
付
で
き
な
い
も
の

◎
給
付
制
限

　
　
　
さ
れ
る
も
の

【
交
通
事
故
に
あ
っ
た
と
き
の
心
得
】

○
美
容
の
た
め
の
処
置
や
手
術

○
健
康
診
断
、
検
診
、
予
防
接
種

○
正
常
妊
娠
・
出
産
、
経
済
的
理
由
に

よ
る
人
工
中
絶

○
歯
列
矯
正

○
し
み
・
そ
ば
か
す
、
わ
き
が
な
ど
日

常
生
活
に
支
障
の
な
い
症
状
の
治
療

○
仕
事
中
の
病
気
や
ケ
ガ
（
労
災
保
険

の
対
象
と
な
る
と
き
）

○
以
前
勤
め
て
い
た
職
場
の
保
険
が

　
使
え
る
と
き
（
継
続
療
養
）

○
け
ん
か
や
泥
酔
な
ど
が
原
因

　
の
病
気
や
ケ
ガ

○
飲
酒
運
転
な
ど
犯
罪
を
犯
し

　
た
と
き
や
故
意
に
よ
る
病
気

　
や
ケ
ガ

○
医
師
や
保
険
者
の
指
示
に
従

　
わ
な
か
っ
た
と
き

○
少
年
院
や
刑
事
施
設
等
に
収

　
容
さ
れ
た
と
き

◎
保
険
診
療
対
象
と

　
　
　
　
な
ら
な
い
も
の

○
研
究
中
の
高
度
医
療

○
希
望
に
よ
り
保
険
外
診
療
を
受
け
た
と
き

○
入
院
し
た
と
き
の
室
料
差
額

　（
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど
）

○
歯
科
診
療
で
特
殊
材
料
な
ど
の
使
用

　（
自
由
診
療
な
ど
）

事
故
な
ど
に
よ
る
ケ
ガ
と
国
民
健
康
保
険

　
交
通
事
故
や
動
物
の
咬
傷
事
故
な
ど
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
受
け
た
ケ
ガ
の
医
療
費
は
、
原
則

と
し
て
加
害
者
が
全
額
負
担
す
べ
き
も
の
で
す
。
や
む
を
得
ず
国
保
で
治
療
を
受
け
た
場
合
の
医
療

費
は
、
国
保
が
立
て
替
え
る
形
で
一
旦
支
払
い
、
後
日
、
国
保
が
被
害
者
に
代
わ
っ
て
加
害
者
（
損

害
保
険
会
社
等
）
に
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
国
保
け
ん
こ
う
課
に
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。

　
　　

国
保
で
治
療
を
受
け
る
と
き
は
、「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」（
用
紙
は
国
保
け
ん
こ
う
課

窓
口
ま
た
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。）
の
提
出
が
必
要
で
す
。
こ
の
届
出
が
な
い

と
国
保
が
使
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
交
通
事
故
証
明
書
（
後
日
で
も
可
）　
　
・
保
険
証
ま
た
は
資
格
確
認
書
　   

・
世
帯
主
の
認
印

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
も
の

１
．
安
全
な
場
所
に
車
を
止
め
、
エ
ン
ジ
ン
を
切
る
。

２
．
速
や
か
に
負
傷
者
の
救
護
を
行
う
。

３
．
警
察
に
連
絡
す
る
。

　
○
目
撃
者
の
証
言
を
も
ら
う
。（
目
撃
者
の
住
所
・
氏
名
を
忘
れ
ず
に
メ
モ
す
る
。）

　
○
事
故
の
相
手
方
を
確
認
す
る
。

　
　（
車
の
ナ
ン
バ
ー
・
車
種
・
運
転
者
の
氏
名
・
住
所
・
勤
務
先
・
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
会
社
名
・
証
書
番

　
　  

号
な
ど
）

４
．
軽
い
ケ
ガ
で
あ
っ
て
も
後
遺
症
の
心
配
が
あ
る
た
め
、
必
ず
医
師
の
診
断
を
受
け
る
。

５
．
国
保
を
使
っ
て
医
療
機
関
を
受
診
す
る
場
合
、「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」
を
提
出
す
る
。

　
届
出
を
行
う
前
に
示
談
を
す
る
と
、
示
談
内
容
が
優
先
し
て
加

害
者
に
請
求
で
き
な
い
（
国
保
が
使
え
な
い
）
場
合
が
あ
り
ま
す
。

必
ず
示
談
の
前
に
国
保
け
ん
こ
う
課
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

◆
示
談
の
前
に
!

◆「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
！

◆
届
出
に
必
要
な
も
の

①
療
養
の
給
付

②療　養　費④葬　祭　費

③出産育児一時金⑤海外療養費

　次のような理由で医療費の全額を支払ったときは、
申請をもとに審査を行い、決定した額から自己負担相
当額を差し引いた額が支給されます。

◆急病などで、やむを得ず医療機関に保険証等の提
示ができなかったとき
◆骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
◆医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージ
を受けたとき
◆医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具を
購入したとき
◆輸血のため生血代を負担したとき　等

　国保に加入している人が死亡したとき、申請により
葬儀を行った人（喪主）に２万円が支給されます。

《申請に必要なもの》
・死亡した人の保険証または資格確認書
・葬祭を行った証明（例：葬儀領収書、会葬御礼など
葬祭執行者名が確認できるもの）
※葬祭費の申請には領収書などが必ず必要です。
・届出人の本人確認ができるもの
・葬祭執行者名義の通帳
・葬祭執行者のマイナンバーが確認できるもの

　国保に加入している人が出産したとき、申請により
支給されます。（妊娠85日以上の流産・死産でも支給
されます。※医師の証明が必要です。）

〈注意点〉
※社会保険などから支給がある場合は、国保からは支
給されません。
※生活の拠点が海外の場合、出産だけのために一時帰
国した場合の支給はありません。
※支給方法についてご不明な点があれば、国保けんこ
う課にお尋ねください。

　海外旅行中の病気などで診療を受けた場合、申請に
より認められれば、決定した額から自己負担相当額を
差し引いた額が支給されます。（治療目的の渡航を除く。）

《申請に必要なもの》
・診療内容明細書 ・領収明細書
　（いずれも日本語の翻訳文が必要です。）
・同意書 
・保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
・印かん
・世帯主名義の通帳   ・申請書　・パスポート
・世帯主のマイナンバーが確認できるもの 
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高
額
療
養
費
の
支
給

　被
保
険
者
が
医
療
機
関
で
治
療
を
受
け
、
窓
口
で
支
払
っ
た

一
部
負
担
金
が
次
の
基
準
を
超
え
た
場
合
は
、
そ
の
超
え
た
額

に
つ
い
て
国
保
か
ら
高
額
療
養
費
の
支
給
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

（※１）同一世帯内で、過去12か月以内に３回以上の高額療養費の支給を受けた場合、４回目以降の限度額を
　　　 超えた額が支給されます。

 ・ 同じ世帯に未申告（所得の申告がされていない）の人がいる場合、自己負担限度額は「ア」の世帯区分で判
　定されます。

 （例） Ａさんが甲病院に３０万円を支払った場合（医療費１００万円・３割負担）

　同一世帯内で同一の月にそれぞれの病院等 （入院、外来及び公費負担分は合算できません。）で21,000
円以上負担したものが２回以上あったときは、 それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

自己負担限度額（月額）　※７０歳未満の人の場合
世帯区分

総所得金額－基礎控除額

ア

イ

ウ

エ

オ

９０１万円超　

２１０万円以下

住民税非課税世帯

３回目まで（過去１２か月間で）
　　　　　　　※1
４回目以降

１４０，１００円

９３，０００円

４４，４００円

４４，４００円

２４，６００円

２５２，６００円 ＋
（医療費（１０割）－８４２，０００円）×１％

１６７，４００円 ＋
（医療費（１０割）－５５８，０００円）×１％

８０，１００円 ＋
（医療費（１０割）－２６７，０００円）×１％

５７，６００円

３５，４００円

６００万円超
９０１万円以下

２１０万円超
６００万円以下

１． 一部負担金が自己負担限度額を超えた場合

２． 同じ世帯で合算して限度額を超えた場合

アの場合

イの場合

ウの場合

エの場合

オの場合

→

→

→

→

→

Ａさんの支払額３０万円

限度額  254,180円 支給額  45,820円

支給額  128,180円

支給額  212,570円

支給額  242,400円

支給額  264,600円

限度額  171,820円

限度額  87,430円

限度額  57,600円

限度額  35,400円

（・限度額＝本人の負担額　・支給額＝高額療養費）

　同一世帯内で、過去12か月以内に３回以上の高額療養費の支給を受けた場合、４回目以降の限度額
を超えた額が支給されます。

３． 過去１２か月以内に3回以上の高額療養費の支給を受けた場合

　高額な治療を継続して行う血友病や人工透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」を
病院の窓口に提示すれば、1 か月 1 万円（基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯は２万円）
以内の負担ですみます。対象者は国保けんこう課に申請をして「特定疾病療養受療証」の交付を受け
てください。申請した月の 1日から有効です。申請が遅れた場合は遡って適用されませんのでご注意
ください。

　入院したときの差額ベッド代や歯科での自由診療、材料差額診療などの保険診療以外のもの、及び入
院時食事療養費の自己負担金は高額療養費に合算することができません。ご注意ください。

　高額療養費を計算するときの一部負担金は、病院・診療所ごとに計算します。例えば 2つの病院・
診療所へ同時にかかっているような場合は、両方へ支払った一部負担金の合算はしません。ただし、
1 つの医療機関に支払った一部負担金が 21,000円以上の場合は、世帯合算の対象となります。

４． 厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

高額療養費に合算することができないもの

高額療養費を計算するときの注意事項

高額療養費に該当する例

① 暦月ごとの計算

② 病院・診療所ごと、別々に計算

③ 同一の医療機関でも歯科と他の診療科は別々に計算
④ 同一の医療機関でも入院と通院（外来）は別々に計算

（月の1 日から末日までの一部負担金が対象）

3月15日～4月10日までの一部負担金 3月・4月分を別々に計算します（例）

▲

　国保の被保険者で高額療養費に該当される方は、国保けんこう課の窓口に申請してください。診療月
の翌月の初日から２年を経過すると、時効になり支給できなくなりますのでご注意ください。
　※高額療養費の支給は、最短で診療月の２か月後になります。
（申請に必要なもの）
　世帯主のマイナンバーが確認できるもの・保険証等・医療費の領収書・印かん・世帯主名義の預金通帳

高額療養費の支給を受けるには

限度額適用認定証をご存知ですか？

例：世帯区分ウのＢさん（40 歳）が乙病院に入院して、医療費が100 万円かかった場合

◆一部負担金の割合は 3 割なので、自己負担分は 30万円

◆自己負担限度額は、87,430 円 ＝80,100 円＋（100 万円－267,000 円）×１％

　限度額適用認定証の交付は、国保けんこう課の窓口に申請してください。申請月の１日から有効です。
　（申請に必要なもの）マイナンバーが確認できるもの・保険証等

※なお、70～74歳で区分『一般』及び『現役並みⅢ』該当者は限度額適用認定証を発行しておりません。
　詳しくはＰ８をご覧ください。

提 示 し た 場 合  ⇒  窓口での支払いは、 87,430円となります。

提示しなかった場合  ⇒  窓口で一旦30万円を支払うことになります。 

※提示しなかった場合でも、後日、高額療養費申請をしていただくことで 212,570円が支給されます。

　あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関で診療（外来、調剤を含む。）
を受けるときに提示すれば、窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額が適
用されるため、限度額適用認定証の交付申請は不要です。（一部例外あり )

世帯区分
　同
じ
人
が
同
じ
月
内
に
同
一

の
医
療
機
関
に
支
払
っ
た
一
部

負
担
金
が
限
度
額
を
超
え
た
と

き
、
超
え
た
額
が
支
給
さ
れ
ま

す
。

認
定
証

（令和7年4月時点）
（令和7年4月時点）
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高
額
療
養
費
の
支
給

　被
保
険
者
が
医
療
機
関
で
治
療
を
受
け
、
窓
口
で
支
払
っ
た

一
部
負
担
金
が
次
の
基
準
を
超
え
た
場
合
は
、
そ
の
超
え
た
額

に
つ
い
て
国
保
か
ら
高
額
療
養
費
の
支
給
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

（※１）同一世帯内で、過去12か月以内に３回以上の高額療養費の支給を受けた場合、４回目以降の限度額を
　　　 超えた額が支給されます。

 ・ 同じ世帯に未申告（所得の申告がされていない）の人がいる場合、自己負担限度額は「ア」の世帯区分で判
　定されます。

 （例） Ａさんが甲病院に３０万円を支払った場合（医療費１００万円・３割負担）

　同一世帯内で同一の月にそれぞれの病院等 （入院、外来及び公費負担分は合算できません。）で21,000
円以上負担したものが２回以上あったときは、 それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

自己負担限度額（月額）　※７０歳未満の人の場合
世帯区分

総所得金額－基礎控除額

ア

イ

ウ

エ

オ

９０１万円超　

２１０万円以下

住民税非課税世帯

３回目まで（過去１２か月間で）
　　　　　　　※1
４回目以降

１４０，１００円

９３，０００円

４４，４００円

４４，４００円

２４，６００円

２５２，６００円 ＋
（医療費（１０割）－８４２，０００円）×１％

１６７，４００円 ＋
（医療費（１０割）－５５８，０００円）×１％

８０，１００円 ＋
（医療費（１０割）－２６７，０００円）×１％

５７，６００円

３５，４００円

６００万円超
９０１万円以下

２１０万円超
６００万円以下

１． 一部負担金が自己負担限度額を超えた場合

２． 同じ世帯で合算して限度額を超えた場合

アの場合

イの場合

ウの場合

エの場合

オの場合

→

→

→

→

→

Ａさんの支払額３０万円

限度額  254,180円 支給額  45,820円

支給額  128,180円

支給額  212,570円

支給額  242,400円

支給額  264,600円

限度額  171,820円

限度額  87,430円

限度額  57,600円

限度額  35,400円

（・限度額＝本人の負担額　・支給額＝高額療養費）

　同一世帯内で、過去12か月以内に３回以上の高額療養費の支給を受けた場合、４回目以降の限度額
を超えた額が支給されます。

３． 過去１２か月以内に3回以上の高額療養費の支給を受けた場合

　高額な治療を継続して行う血友病や人工透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」を
病院の窓口に提示すれば、1 か月 1 万円（基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯は２万円）
以内の負担ですみます。対象者は国保けんこう課に申請をして「特定疾病療養受療証」の交付を受け
てください。申請した月の 1日から有効です。申請が遅れた場合は遡って適用されませんのでご注意
ください。

　入院したときの差額ベッド代や歯科での自由診療、材料差額診療などの保険診療以外のもの、及び入
院時食事療養費の自己負担金は高額療養費に合算することができません。ご注意ください。

　高額療養費を計算するときの一部負担金は、病院・診療所ごとに計算します。例えば 2つの病院・
診療所へ同時にかかっているような場合は、両方へ支払った一部負担金の合算はしません。ただし、
1 つの医療機関に支払った一部負担金が 21,000円以上の場合は、世帯合算の対象となります。

４． 厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

高額療養費に合算することができないもの

高額療養費を計算するときの注意事項

高額療養費に該当する例

① 暦月ごとの計算

② 病院・診療所ごと、別々に計算

③ 同一の医療機関でも歯科と他の診療科は別々に計算
④ 同一の医療機関でも入院と通院（外来）は別々に計算

（月の1 日から末日までの一部負担金が対象）

3月15日～4月10日までの一部負担金 3月・4月分を別々に計算します（例）

▲

　国保の被保険者で高額療養費に該当される方は、国保けんこう課の窓口に申請してください。診療月
の翌月の初日から２年を経過すると、時効になり支給できなくなりますのでご注意ください。
　※高額療養費の支給は、最短で診療月の２か月後になります。
（申請に必要なもの）
　世帯主のマイナンバーが確認できるもの・保険証等・医療費の領収書・印かん・世帯主名義の預金通帳

高額療養費の支給を受けるには

限度額適用認定証をご存知ですか？

例：世帯区分ウのＢさん（40 歳）が乙病院に入院して、医療費が100 万円かかった場合

◆一部負担金の割合は 3 割なので、自己負担分は 30万円

◆自己負担限度額は、87,430 円 ＝80,100 円＋（100 万円－267,000 円）×１％

　限度額適用認定証の交付は、国保けんこう課の窓口に申請してください。申請月の１日から有効です。
　（申請に必要なもの）マイナンバーが確認できるもの・保険証等

※なお、70～74歳で区分『一般』及び『現役並みⅢ』該当者は限度額適用認定証を発行しておりません。
　詳しくはＰ８をご覧ください。

提 示 し た 場 合  ⇒  窓口での支払いは、 87,430円となります。

提示しなかった場合  ⇒  窓口で一旦30万円を支払うことになります。 

※提示しなかった場合でも、後日、高額療養費申請をしていただくことで 212,570円が支給されます。

　あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関で診療（外来、調剤を含む。）
を受けるときに提示すれば、窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額が適
用されるため、限度額適用認定証の交付申請は不要です。（一部例外あり )

世帯区分
　同
じ
人
が
同
じ
月
内
に
同
一

の
医
療
機
関
に
支
払
っ
た
一
部

負
担
金
が
限
度
額
を
超
え
た
と

き
、
超
え
た
額
が
支
給
さ
れ
ま

す
。

認
定
証

（令和7年4月時点）
（令和7年4月時点）
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７０歳～７４歳の人へ（後期高齢者医療の対象となられた方は除く）
　国保に加入している７０歳～７４歳の人については、医療機関にかかったときの一部負担金が所得に
より２割または３割（注１）負担になります。７０歳になられる月の月末 （１日生まれの人は前月末） ま
でに、マイナ保険証の保有状況に応じて 「資格確認書」 または 「資格情報のお知らせ」 のいずれかを郵
送します。この切り替えについての手続きは不要ですが、限度額適用認定証が必要な方は申請が必要で
す。

所　　得　　区　　分　　と　　負　　担　　割　　合

現役並み所得者

上記 以 外 の人

３割

２割

同一世帯に住民税課税所得が１４５万円以上の７０歳～７４歳
の国保被保険者がいる人（注１）

上記課税所得未満の世帯の人（非課税世帯も含む）

（注１）ただし、以下のいずれかに該当する場合は、負担割合が２割（所得区分が「一般」）となります。
 ①同一世帯で７０歳～７４歳の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が２１０万円以下の場合
 ②同一世帯で７０歳～７４歳の国保被保険者の合計収入が二人以上で５２０万円未満、一人で３８３万円未満の場合

自　己　負　担　限　度　額（月額）
外来（個人ごと） 外来　＋　入院（世帯単位） ４回目以降 ※１

　医療機関に支払った１か月の一部負担金が一定額（自己負担限度額）を超えた場合、国保けんこう課
に申請すると、超えた分が高額療養費として支給されます。なお、医療費が高額になることが見込まれ
る場合は、事前に国保けんこう課で限度額適用認定証等の申請をしてください。マイナ保険証なら医療
機関の窓口で限度額情報表示の同意をすれば、認定証交付申請が不要です。（一部例外あり）

医療費が高額になったとき（高額療養費）

　低所得者Ⅰ及びⅡの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並みⅠ及びⅡの方は「限度
額適用認定証」を申請により交付できます。認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口で支払う
一部負担金が自己負担額までとなります。マイナ保険証をご利用の場合は、認定証交付申請は不要とな
ります。（一部例外あり）
　なお、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は入院時の食事代も減額されます。

限度額適用認定証について

国保加入者の前期高齢者医療制度について

負　担　区　分

現役並み
所 得 者

住　民　税
非課税世帯

III

II

I

課税所得
690万円以上

一　　　　　般

低 所 得 者 Ⅱ  

低 所 得 者 Ⅰ ※３  

１８，０００円
（144,000 円） ※２

252,600 円＋
（医療費（10割）－842,000 円）×1％ 140,100 円

 93,000 円

 44,400 円

 44,400 円

２４，６００円

１５，０００円

５７，６００円

８，０００円

167,400 円＋
（医療費（10割）－558,000 円）×1％

80,100 円＋
（医療費（10割）－267,000 円）×1％

課税所得
380万円以上
690万円未満

課税所得
145万円以上
380万円未満

※１ 過去１２か月以内に、同一世帯で限度額を超えた支給が３回以上あった場合、４回目以降の限度額となります。
※２ 負担区分が一般の人については、外来にかかる一部負担金の年間（前年８月１日から７月３１日までの間）の合計額
　　 に対して１４４，０００円の自己負担限度額が設けられています。
※３ 住民税非課税世帯のうち所得が 0円（年金収入については８０万円以下）である世帯の負担区分になります。

●
保
険
税
は
、
世
帯
ご
と
に
世
帯
主
に
対
し

　
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
保
険
税
は
、
皆
さ
ん
が
病
気
や
ケ
ガ
を
し

た
と
き
の
医
療
費
に
充
て
る
重
要
な
財
源
で

す
。必
ず
納
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

①
保
険
税
の
納
税
義
務
者
は
世
帯
主
で
す
。

　
世
帯
に
国
保
加
入
者
が
い
る
場
合
、
世
帯

主
の
保
険
が
国
保
以
外
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

世
帯
主
が
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

②
保
険
税
は
年
度
ご
と
に
計
算
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
年
度
途
中
で
世
帯
の
加
入
者
数

に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
申
告
に
よ
り
所
得

が
変
更
に
な
っ
た
と
き
な
ど
は
再
計
算
し

て
、
税
額
を
変
更
し
ま
す
。

　
・
途
中
で
加
入
し
た
場
合

　
　
加
入
月
か
ら
月
割
で
計
算

　
・
途
中
で
脱
退
し
た
場
合

　
　
脱
退
月
の
前
月
分
ま
で
の
月
割
計
算

③
加
入
の
届
出
が
遅
れ
る
と
、
資
格
を
取
得

　
し
た
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
保
険
税
を

　
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

保
険
税
は
納
期
内
に

納
め
ま
し
ょ
う

　
保
険
税
の
納
付
は
、
便
利
で
確
実
な
口
座
振

　
替
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

●
申
込
み
に
必
要
な
も
の

　・
保
険
税
納
付
書
等

　・
通
帳

　
・
通
帳
印

●
受
付
窓
口

　
取
扱
金
融
機
関
へ
直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　※

申
込
書
は
、
市
内
の
取
扱
金
融
機
関
、
市

　
　
役
所
税
務
課
、
市
内
各
出
張
所
に
あ
り
ま  

　
　
す
。

口
座
振
替
の
ご
利
用
を
！

 

●
保
険
税
を
滞
納
す
る
と
次
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
ま
す

１
　
督
促
状
の
送
付
、
催
告
の
実
施

　
納
期
限
ま
で
に
保
険
税
の
納
付
が
な
い
場
合
は
、
督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。

滞
納
が
続
く
と
電
話
に
よ
る
催
告
や
文
書
に
よ
る
催
告
を
行
い
ま
す
。

延
滞
金
が
加
算
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
速
や
か
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

２
　
保
険
給
付
の
差
し
止
め
・
特
別
療
養
費
対
象
者
へ
の
変
更

　
災
害
等
に
よ
る
特
別
な
事
由
も
な
く
長
期
に
わ
た
り
滞
納
し
て
い
る
世
帯

の
う
ち
、
そ
の
滞
納
状
況
が
一
向
に
改
善
さ
れ
な
い
世
帯
に
つ
い
て
は
、
保

険
給
付
費
の
給
付
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
差
し
止
め
に
な
っ
た
り
、
特
別
療

養
費
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
特
別
療
養
費
対
象
者
は
、
医
療
機
関
窓
口
で
医
療
費
を
全
額
自
己
負
担
し
、

後
日
領
収
書
を
持
参
の
う
え
市
役
所
窓
口
に
て
滞
納
し
て
い
る
保
険
税
の
納

付
相
談
を
行
っ
て
か
ら
保
険
給
付
費
の
払
い
戻
し
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
保
険
給
付
費
の
給
付
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
滞
納
し
て
い
る
保

険
税
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

３
　
滞
納
処
分

　
納
付
相
談
も
な
く
、
保
険
税
を
滞
納
し
続
け
る
と
、
財
産
（
給
与
・
預
貯
金
・

生
命
保
険
・
不
動
産
な
ど
）
の
差
押
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
保
険
税
の
納
付
が
困
難
に
な
っ
た
と
き
は
、
早
め
に
収
納
課
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

（
収
納
課
　
内
線
126
〜
129
）

市
民
110
番
の
家
計
改
善
相
談
で
は
、
市
税
の
納
付
や
多
重
債
務
で
困
っ

て
い
る
方
の
家
計
診
断
や
生
活
設
計
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
て
い
ま

す
。

相
談
は
、
事
前
の
ご
予
約
が
必
要
で
す
。 （
市
民
110
番
　
内
線
193
・
194
）

（令和 7年 4月時点）

ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で
申
込
み
で
き
ま
す
。

●
対
象
金
融
機
関

 

・
十
八
親
和
銀
行
　
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行 

 

・
長
崎
県
央
農
協

●
必
要
な
も
の

 

・
暗
証
番
号
　
　
　
・
本
人
確
認
書
類 

 

・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

〜
Ｗ
Ｅ
Ｂ
か
ら
ス
ム
ー
ズ
に
口
座
振
替
お
申
込
み
〜

こ
う
ふ
り
ネ
ッ
ト

・
十
八
親
和
銀
行

・
長
崎
県
央
農
協

　
　（
令
和
７
年
７
月
開
始
予
定
）

※

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

　
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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７０歳～７４歳の人へ（後期高齢者医療の対象となられた方は除く）
　国保に加入している７０歳～７４歳の人については、医療機関にかかったときの一部負担金が所得に
より２割または３割（注１）負担になります。７０歳になられる月の月末 （１日生まれの人は前月末） ま
でに、マイナ保険証の保有状況に応じて 「資格確認書」 または 「資格情報のお知らせ」 のいずれかを郵
送します。この切り替えについての手続きは不要ですが、限度額適用認定証が必要な方は申請が必要で
す。

所　　得　　区　　分　　と　　負　　担　　割　　合

現役並み所得者

上記 以 外 の人

３割

２割

同一世帯に住民税課税所得が１４５万円以上の７０歳～７４歳
の国保被保険者がいる人（注１）

上記課税所得未満の世帯の人（非課税世帯も含む）

（注１）ただし、以下のいずれかに該当する場合は、負担割合が２割（所得区分が「一般」）となります。
 ①同一世帯で７０歳～７４歳の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が２１０万円以下の場合
 ②同一世帯で７０歳～７４歳の国保被保険者の合計収入が二人以上で５２０万円未満、一人で３８３万円未満の場合

自　己　負　担　限　度　額（月額）
外来（個人ごと） 外来　＋　入院（世帯単位） ４回目以降 ※１

　医療機関に支払った１か月の一部負担金が一定額（自己負担限度額）を超えた場合、国保けんこう課
に申請すると、超えた分が高額療養費として支給されます。なお、医療費が高額になることが見込まれ
る場合は、事前に国保けんこう課で限度額適用認定証等の申請をしてください。マイナ保険証なら医療
機関の窓口で限度額情報表示の同意をすれば、認定証交付申請が不要です。（一部例外あり）

医療費が高額になったとき（高額療養費）

　低所得者Ⅰ及びⅡの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並みⅠ及びⅡの方は「限度
額適用認定証」を申請により交付できます。認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口で支払う
一部負担金が自己負担額までとなります。マイナ保険証をご利用の場合は、認定証交付申請は不要とな
ります。（一部例外あり）
　なお、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は入院時の食事代も減額されます。

限度額適用認定証について

国保加入者の前期高齢者医療制度について

負　担　区　分

現役並み
所 得 者

住　民　税
非課税世帯

III

II

I

課税所得
690万円以上

一　　　　　般

低 所 得 者 Ⅱ  

低 所 得 者 Ⅰ ※３  

１８，０００円
（144,000 円） ※２

252,600 円＋
（医療費（10割）－842,000 円）×1％ 140,100 円

 93,000 円

 44,400 円

 44,400 円

２４，６００円

１５，０００円

５７，６００円

８，０００円

167,400 円＋
（医療費（10割）－558,000 円）×1％

80,100 円＋
（医療費（10割）－267,000 円）×1％

課税所得
380万円以上
690万円未満

課税所得
145万円以上
380万円未満

※１ 過去１２か月以内に、同一世帯で限度額を超えた支給が３回以上あった場合、４回目以降の限度額となります。
※２ 負担区分が一般の人については、外来にかかる一部負担金の年間（前年８月１日から７月３１日までの間）の合計額
　　 に対して１４４，０００円の自己負担限度額が設けられています。
※３ 住民税非課税世帯のうち所得が 0円（年金収入については８０万円以下）である世帯の負担区分になります。

●
保
険
税
は
、
世
帯
ご
と
に
世
帯
主
に
対
し

　
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
保
険
税
は
、
皆
さ
ん
が
病
気
や
ケ
ガ
を
し

た
と
き
の
医
療
費
に
充
て
る
重
要
な
財
源
で

す
。必
ず
納
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

①
保
険
税
の
納
税
義
務
者
は
世
帯
主
で
す
。

　
世
帯
に
国
保
加
入
者
が
い
る
場
合
、
世
帯

主
の
保
険
が
国
保
以
外
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

世
帯
主
が
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

②
保
険
税
は
年
度
ご
と
に
計
算
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
年
度
途
中
で
世
帯
の
加
入
者
数

に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
申
告
に
よ
り
所
得

が
変
更
に
な
っ
た
と
き
な
ど
は
再
計
算
し

て
、
税
額
を
変
更
し
ま
す
。

　
・
途
中
で
加
入
し
た
場
合

　
　
加
入
月
か
ら
月
割
で
計
算

　
・
途
中
で
脱
退
し
た
場
合

　
　
脱
退
月
の
前
月
分
ま
で
の
月
割
計
算

③
加
入
の
届
出
が
遅
れ
る
と
、
資
格
を
取
得

　
し
た
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
保
険
税
を

　
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

保
険
税
は
納
期
内
に

納
め
ま
し
ょ
う

　
保
険
税
の
納
付
は
、
便
利
で
確
実
な
口
座
振

　
替
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

●
申
込
み
に
必
要
な
も
の

　・
保
険
税
納
付
書
等

　・
通
帳

　
・
通
帳
印

●
受
付
窓
口

　
取
扱
金
融
機
関
へ
直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　※

申
込
書
は
、
市
内
の
取
扱
金
融
機
関
、
市

　
　
役
所
税
務
課
、
市
内
各
出
張
所
に
あ
り
ま  

　
　
す
。

口
座
振
替
の
ご
利
用
を
！

 

●
保
険
税
を
滞
納
す
る
と
次
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
ま
す

１
　
督
促
状
の
送
付
、
催
告
の
実
施

　
納
期
限
ま
で
に
保
険
税
の
納
付
が
な
い
場
合
は
、
督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。

滞
納
が
続
く
と
電
話
に
よ
る
催
告
や
文
書
に
よ
る
催
告
を
行
い
ま
す
。

延
滞
金
が
加
算
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
速
や
か
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

２
　
保
険
給
付
の
差
し
止
め
・
特
別
療
養
費
対
象
者
へ
の
変
更

　
災
害
等
に
よ
る
特
別
な
事
由
も
な
く
長
期
に
わ
た
り
滞
納
し
て
い
る
世
帯

の
う
ち
、
そ
の
滞
納
状
況
が
一
向
に
改
善
さ
れ
な
い
世
帯
に
つ
い
て
は
、
保

険
給
付
費
の
給
付
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
差
し
止
め
に
な
っ
た
り
、
特
別
療

養
費
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
特
別
療
養
費
対
象
者
は
、
医
療
機
関
窓
口
で
医
療
費
を
全
額
自
己
負
担
し
、

後
日
領
収
書
を
持
参
の
う
え
市
役
所
窓
口
に
て
滞
納
し
て
い
る
保
険
税
の
納

付
相
談
を
行
っ
て
か
ら
保
険
給
付
費
の
払
い
戻
し
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
保
険
給
付
費
の
給
付
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
滞
納
し
て
い
る
保

険
税
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

３
　
滞
納
処
分

　
納
付
相
談
も
な
く
、
保
険
税
を
滞
納
し
続
け
る
と
、
財
産
（
給
与
・
預
貯
金
・

生
命
保
険
・
不
動
産
な
ど
）
の
差
押
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
保
険
税
の
納
付
が
困
難
に
な
っ
た
と
き
は
、
早
め
に
収
納
課
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

（
収
納
課
　
内
線
126
〜
129
）

市
民
110
番
の
家
計
改
善
相
談
で
は
、
市
税
の
納
付
や
多
重
債
務
で
困
っ

て
い
る
方
の
家
計
診
断
や
生
活
設
計
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
て
い
ま

す
。

相
談
は
、
事
前
の
ご
予
約
が
必
要
で
す
。 （
市
民
110
番
　
内
線
193
・
194
）

（令和 7年 4月時点）

ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で
申
込
み
で
き
ま
す
。

●
対
象
金
融
機
関

 

・
十
八
親
和
銀
行
　
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行 

 

・
長
崎
県
央
農
協

●
必
要
な
も
の

 

・
暗
証
番
号
　
　
　
・
本
人
確
認
書
類 

 

・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

〜
Ｗ
Ｅ
Ｂ
か
ら
ス
ム
ー
ズ
に
口
座
振
替
お
申
込
み
〜

こ
う
ふ
り
ネ
ッ
ト

・
十
八
親
和
銀
行

・
長
崎
県
央
農
協

　
　（
令
和
７
年
７
月
開
始
予
定
）

※

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

　
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度

○
被
保
険
者
は
？

 

・
75
歳
以
上
の
人

　
▽
誕
生
日
当
日
か
ら
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。
手

　
　
続
き
は
不
要
で
す
。

 

・
65
歳
以
上
で
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
人

　
▽
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。

○
運
営
の
主
体
は
？

　
長
崎
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で
す
。

※

申
請
や
届
出
の
受
付
な
ど
窓
口
業
務
は
国
保
け
ん

　
こ
う
課
で
行
い
ま
す
。

※

各
種
届
出
・
申
請
に
は
、
被
保
険
者
の
身
分
証
（
公

　
的
機
関
が
発
行
し
て
い
る
も
の
）
が
必
要
で
す
。

○
75
歳
到
達
時

・
75
歳
の
誕
生
日
当
日
か
ら
お
使
い
い
た
だ
け
る

よ
う
に
誕
生
月
の
前
月
下
旬
に
、
資
格
確
認
書

を
送
付
し
ま
す
。

※

８
月
誕
生
日
の
方
か
ら
は
マ
イ
ナ
保
険
証
を

持
っ
て
い
る
方
に
は
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
を

送
付
す
る
予
定
で
す
。

・「
高
額
療
養
費
支
給
申
請
書
」を
同
封
し
て
い
ま
す
。

　
あ
ら
か
じ
め
口
座
の
登
録
を
し
て
お
く
と
、
高

額
療
養
費
が
発
生
し
た
際
に
、
自
動
的
に
そ
の

口
座
に
振
り
込
ま
れ
る
仕
組
み
で
す
の
で
、
申

請
書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
保
険
料
は
75
歳
誕
生
日
の
翌
月
に
賦
課
さ
れ
ま
す
。

　（
４
月
か
ら
６
月
ま
で
の
誕
生
日
の
人
は
７
月
）。

同
封
の
納
付
書
に
よ
り

　
納
付
を
お
願
い
し
ま

　
す
。

保険料の当初決定について

高額医療・高額介護
合算制度

マイナ保険証のメリット

保険料均等割の軽減について保険料均等割の軽減について

令和７年度の保険料令和７年度の保険料

保険料を納めないとどうなるの？保険料を納めないとどうなるの？

７月中旬に、保険料の決定通知を
送付します。

※通知書に記載されている「納付方
　法」等を、必ずご確認ください。
※納付書が同封されている人は、期 
　限内に納付をお願いします。

① 低所得者の方は、引き続き軽減措置の対象
② 一定の所得のある方は軽減なし
③ 被用者保険の被扶養者だった方の軽減措置

　 資格取得後 2年間に限り均等割額 5 割軽減

※③については、制度加入の前日まで会社などの健康保険
　（国民健康保険は除く。）の被扶養者だった方

保険料の計算は  所得割額  ＋  均等割額

所得割額  ＝  （前年の総所得額－基礎控除額 43万円）× １０.３１％

均等割額  ＝  ５２，４００円

※賦課限度額は ８０万円 です

①データに基づく最適な医療が受けられる
　過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、デー
タに基づく最適な医療が受けられるようになります。

②転居等による保険証の切り替えや更新が不要
　今後、転居などで必要だった保険証の切り替えや更新が不要になります。

③手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除
　限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支
払いが確実に免除されます。

・督促状や催告書が届き、延滞金が加算されます。
・特別な事情もなく滞納すると、差押などの滞納処分を受ける場合もあ
　ります。
※保険料の納付が困難な時は、お早めに 国保けんこう課 へご相談ください。 
　災害など一定の要件に該当する場合は、減免等の制度があります。

健康診査　長崎県後期高齢者医療広域連合からの委託により、大村市が実施します。
　自己負担額は無料です。
　※詳しくは、今月号の別冊「健康のしおり」をご覧ください。

はり・きゅう施術費助成　助成額 (１日１回 ) ７００円　限度回数  月５回まで

お口“いきいき”健康支援 (歯科健診 )事業
ご希望の歯科医院で２回を限度にお口の中の健康指導が受けられます。国保けんこう
課の窓口又はお電話でお申し込みください。お申込み後、受診券をお送りします。

療養費　医療費の全額を支払ったときは、審査した後、決定した額から自己負担相当
　額を差し引いた額を支給します。※医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入

　したとき等

葬祭費　被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った人（喪主）に葬祭費を支給します。

所得区分

① 現役並み所得者（３割） 
 【課税所得
　　　 690 万円以上】
　　　（現役Ⅲ）

② 現役並み所得者（３割） 
 【課税所得
　　　 380万円以上】
　　　（現役Ⅱ）

③ 現役並み所得者（３割） 
 【課税所得
　　　 145万円以上】
　　　（現役Ⅰ）

④ 一般Ⅱ（２割）
 【課税所得28万円以上
  145万円未満】

⑤ 一般Ⅰ（1割）
 【課税所得145万円未満
  で、２割負担の要件に
  該当しない被保険者】

⑥ 低所得者Ⅱ（区分Ⅱ）
（1割）

⑦ 低所得者Ⅰ（区分Ⅰ）
（1割）

自己負担限度額（月額）

外来（個人ごと） ４回目以降（注１)入院+外来（世帯単位）
居住費

（一日につき）
入院時食事代
（一食につき）

510円

（⑥･⑦のいず
れにも該当し
ない指定難病
患者は300
円）  　　　　

370円

（指定難病患
  者は0円）

240円（注2）

140円又は
110円（注3）

医療機関での医療費の負担は？

病院などで医療を受けたときに支払う月ごとの自己負担限度額は、下の表のとおりです。
医療費の支払いがこの限度額を超えた場合は、高額療養費を支給します。

252,600円
●医療費が842,000円を超えた場合は、
　（医療費－842,000円）×１％を加算

167,400円
●医療費が558,000円を超えた場合は、
　（医療費－558,000円）×１％を加算

80,100円
●医療費が267,000円を超えた場合は、
　（医療費－267,000円）×１％を加算

　世帯内で後期高齢者医療、介
護保険の両方から給付を受ける
ことによって、自己負担額が高
額になったときは、両方の年間
（８月から翌年７月）の自己負担
額を合計して一定の限度額を超
えた場合は、申請すると超えた
額を支給します。
※該当する世帯へは、例年３月頃
　に申請についてのお知らせをし
　ています。

そのほかに受けられる給付は？そのほかに受けられる給付は？

　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
方
に
は
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
を
、
マ
イ
ナ

保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
方
に
は
、「
資
格
確
認
書
」
を
送
付
す
る
予
定
で
す
。

７
月
に
黄
色
い
封
筒
で
郵
送
し
ま
す
。

※

資
格
確
認
書
は
名
刺
サ
イ
ズ
の
も
の
が
紙
に
貼
り
付
い
て
い
ま
す
の
で
、
取
り

　
外
し
て
お
使
い
下
さ
い
。

被
保
険
者
証
の
更
新
は
８
月
で
す
！

被
保
険
者
証
の
更
新
は
８
月
で
す
！

18,000円
（年間上限額　 　
　 　144,000円）

18,000円
または、 6,000円＋
（医療費－30,000円）
×10%の低い方を適用（注4）
年間上限額144,000円

8,000円

57,600円

140,100円

93,000円

44,400円

44,400円

24,600円

15,000円

⑥低所得者Ⅱ…世帯全員が住民税非課税の人　
⑦低所得者Ⅰ…世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が０円の人（年金収入は８０万円以下の人）

　（注１）　過去１２ヵ月以内に同一世帯で３回以上の高額療養費の支給を受けた場合の４回目からの限度額です。
　（注2）　過去１年間の入院日数が９０日を超える場合は１９０円に減額。ただし、新たに長期該当の申請が必要です。
　（注3）　入院医療の必要性が高い方は、１食あたり１１０円となります。
　（注４）　配慮措置に伴う計算方法です。医療費が30,000円未満であった場合は、30,000円として計算します。
　　　　　令和７年９月３０日までの適用です。

納付は
口座振替が
便利です！

令和７年４月１日から適用
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75
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上
の
人
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日
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か
ら
被
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者
と
な
り
ま
す
。
手

　
　
続
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要
で
す
。

 

・
65
歳
以
上
で
一
定
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障
が
い
の
あ
る
人

　
▽
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。

○
運
営
の
主
体
は
？

　
長
崎
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で
す
。

※

申
請
や
届
出
の
受
付
な
ど
窓
口
業
務
は
国
保
け
ん

　
こ
う
課
で
行
い
ま
す
。

※

各
種
届
出
・
申
請
に
は
、
被
保
険
者
の
身
分
証
（
公

　
的
機
関
が
発
行
し
て
い
る
も
の
）
が
必
要
で
す
。

○
75
歳
到
達
時

・
75
歳
の
誕
生
日
当
日
か
ら
お
使
い
い
た
だ
け
る

よ
う
に
誕
生
月
の
前
月
下
旬
に
、
資
格
確
認
書

を
送
付
し
ま
す
。

※

８
月
誕
生
日
の
方
か
ら
は
マ
イ
ナ
保
険
証
を

持
っ
て
い
る
方
に
は
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
を

送
付
す
る
予
定
で
す
。

・「
高
額
療
養
費
支
給
申
請
書
」を
同
封
し
て
い
ま
す
。

　
あ
ら
か
じ
め
口
座
の
登
録
を
し
て
お
く
と
、
高

額
療
養
費
が
発
生
し
た
際
に
、
自
動
的
に
そ
の

口
座
に
振
り
込
ま
れ
る
仕
組
み
で
す
の
で
、
申

請
書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
保
険
料
は
75
歳
誕
生
日
の
翌
月
に
賦
課
さ
れ
ま
す
。

　（
４
月
か
ら
６
月
ま
で
の
誕
生
日
の
人
は
７
月
）。

同
封
の
納
付
書
に
よ
り

　
納
付
を
お
願
い
し
ま

　
す
。

保険料の当初決定について

高額医療・高額介護
合算制度

マイナ保険証のメリット

保険料均等割の軽減について保険料均等割の軽減について

令和７年度の保険料令和７年度の保険料

保険料を納めないとどうなるの？保険料を納めないとどうなるの？

７月中旬に、保険料の決定通知を
送付します。

※通知書に記載されている「納付方
　法」等を、必ずご確認ください。
※納付書が同封されている人は、期 
　限内に納付をお願いします。

① 低所得者の方は、引き続き軽減措置の対象
② 一定の所得のある方は軽減なし
③ 被用者保険の被扶養者だった方の軽減措置

　 資格取得後 2年間に限り均等割額 5 割軽減

※③については、制度加入の前日まで会社などの健康保険
　（国民健康保険は除く。）の被扶養者だった方

保険料の計算は  所得割額  ＋  均等割額

所得割額  ＝  （前年の総所得額－基礎控除額 43万円）× １０.３１％

均等割額  ＝  ５２，４００円

※賦課限度額は ８０万円 です

①データに基づく最適な医療が受けられる
　過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、デー
タに基づく最適な医療が受けられるようになります。

②転居等による保険証の切り替えや更新が不要
　今後、転居などで必要だった保険証の切り替えや更新が不要になります。

③手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除
　限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支
払いが確実に免除されます。

・督促状や催告書が届き、延滞金が加算されます。
・特別な事情もなく滞納すると、差押などの滞納処分を受ける場合もあ
　ります。
※保険料の納付が困難な時は、お早めに 国保けんこう課 へご相談ください。 
　災害など一定の要件に該当する場合は、減免等の制度があります。

健康診査　長崎県後期高齢者医療広域連合からの委託により、大村市が実施します。
　自己負担額は無料です。
　※詳しくは、今月号の別冊「健康のしおり」をご覧ください。

はり・きゅう施術費助成　助成額 (１日１回 ) ７００円　限度回数  月５回まで

お口“いきいき”健康支援 (歯科健診 )事業
ご希望の歯科医院で２回を限度にお口の中の健康指導が受けられます。国保けんこう
課の窓口又はお電話でお申し込みください。お申込み後、受診券をお送りします。

療養費　医療費の全額を支払ったときは、審査した後、決定した額から自己負担相当
　額を差し引いた額を支給します。※医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入

　したとき等

葬祭費　被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った人（喪主）に葬祭費を支給します。

所得区分

① 現役並み所得者（３割） 
 【課税所得
　　　 690 万円以上】
　　　（現役Ⅲ）

② 現役並み所得者（３割） 
 【課税所得
　　　 380万円以上】
　　　（現役Ⅱ）

③ 現役並み所得者（３割） 
 【課税所得
　　　 145万円以上】
　　　（現役Ⅰ）

④ 一般Ⅱ（２割）
 【課税所得28万円以上
  145万円未満】

⑤ 一般Ⅰ（1割）
 【課税所得145万円未満
  で、２割負担の要件に
  該当しない被保険者】

⑥ 低所得者Ⅱ（区分Ⅱ）
（1割）

⑦ 低所得者Ⅰ（区分Ⅰ）
（1割）

自己負担限度額（月額）

外来（個人ごと） ４回目以降（注１)入院+外来（世帯単位）
居住費

（一日につき）
入院時食事代
（一食につき）

510円

（⑥･⑦のいず
れにも該当し
ない指定難病
患者は300
円）  　　　　

370円

（指定難病患
  者は0円）

240円（注2）

140円又は
110円（注3）

医療機関での医療費の負担は？

病院などで医療を受けたときに支払う月ごとの自己負担限度額は、下の表のとおりです。
医療費の支払いがこの限度額を超えた場合は、高額療養費を支給します。

252,600円
●医療費が842,000円を超えた場合は、
　（医療費－842,000円）×１％を加算

167,400円
●医療費が558,000円を超えた場合は、
　（医療費－558,000円）×１％を加算

80,100円
●医療費が267,000円を超えた場合は、
　（医療費－267,000円）×１％を加算

　世帯内で後期高齢者医療、介
護保険の両方から給付を受ける
ことによって、自己負担額が高
額になったときは、両方の年間
（８月から翌年７月）の自己負担
額を合計して一定の限度額を超
えた場合は、申請すると超えた
額を支給します。
※該当する世帯へは、例年３月頃
　に申請についてのお知らせをし
　ています。

そのほかに受けられる給付は？そのほかに受けられる給付は？

　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
方
に
は
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
を
、
マ
イ
ナ

保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
方
に
は
、「
資
格
確
認
書
」
を
送
付
す
る
予
定
で
す
。

７
月
に
黄
色
い
封
筒
で
郵
送
し
ま
す
。

※

資
格
確
認
書
は
名
刺
サ
イ
ズ
の
も
の
が
紙
に
貼
り
付
い
て
い
ま
す
の
で
、
取
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被
保
険
者
証
の
更
新
は
８
月
で
す
！

被
保
険
者
証
の
更
新
は
８
月
で
す
！

18,000円
（年間上限額　 　
　 　144,000円）

18,000円
または、 6,000円＋
（医療費－30,000円）
×10%の低い方を適用（注4）
年間上限額144,000円

8,000円

57,600円

140,100円

93,000円

44,400円

44,400円

24,600円

15,000円

⑥低所得者Ⅱ…世帯全員が住民税非課税の人　
⑦低所得者Ⅰ…世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が０円の人（年金収入は８０万円以下の人）

　（注１）　過去１２ヵ月以内に同一世帯で３回以上の高額療養費の支給を受けた場合の４回目からの限度額です。
　（注2）　過去１年間の入院日数が９０日を超える場合は１９０円に減額。ただし、新たに長期該当の申請が必要です。
　（注3）　入院医療の必要性が高い方は、１食あたり１１０円となります。
　（注４）　配慮措置に伴う計算方法です。医療費が30,000円未満であった場合は、30,000円として計算します。
　　　　　令和７年９月３０日までの適用です。

納付は
口座振替が
便利です！

令和７年４月１日から適用



お問合せ
大村市役所　国保けんこう課　
☎0957-53-4111（内線110～112、119）

特集号特集号国民健康保険
後期高齢者医療保険
令和７年度
保　存　版

令和７年度　国民健康保険のお知らせ
〇令和6年12月2日以降はマイナ保険証を基本とした仕組みへ
　従来の保険証に代えて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します
〇資格確認書等の更新は令和７年（２０２５年）７月末に行います

　高齢化の進展や生活習慣病などの慢性疾患の増加にともない、一人当たりの医療費
は年々増加しています。安定した国保制度を維持するためにも、医療費適正化にご協力
ください。

重複受診をやめましょう かかりつけの医師を持ちましょう

同じ病気で同時期に複数の医療機関を受診

すると、その度に初診料や検査費用がかか

るだけでなく、体への負担も大きくなりま

す。また、薬のもらいすぎ

にもつながります。

かかりつけの医師はあなたの病歴や服薬状況を把握

していて、いざというときに素早く対応してくれま

す。詳しい検査や高度な医療が必要と診断された場

合、適切な医療機関や専門医へ紹

介状を書いてくれます。そのため、

紹介状なしの場合にかかる「特別

料金」が不要になります。

診療時間外（夜間・休日）の安易な受
診は控えましょう（迷ったら＃7119）

小児緊急電話相談（＃８０００）を
利用しましょう

診療時間外の受診は緊急性の高い患者さん
のためのものです。医療機関を受診する 
場合は、専門の検査や診
断が受けられる診療時間
内に受診してください。
緊急性があるか迷ったら
長崎県救急安心センター
（＃7119）へご相談くだ
さい。

休日や夜間などに子どもが急病になったら、まずは

は小児緊急電話相談（＃８０００）をご利用くださ

い。ただし、明らかに緊急を要する

急病の場合は、迷わず医療機関

を受診してください。

ジェネリック医薬品（後発医薬品）
を利用しましょう

お薬手帳などを活用しましょう

ジェネリック医薬品とは、新薬（先発医薬

品）の特許が切れた後に発売される、安全

性や有効性が新薬と同等と認められた医薬

品のことです。

研究・開発コストを抑える

ことができるため低価格に

設定されています。

お薬手帳には、服用している薬の名前や量（日数や

使用法）などが記録でき、複数の医療機関を 1 冊

にまとめることで薬の重複をチェックできるので、

多剤併用による副作用も防げます。

マイナ保険証なら救急医療の場合でも正確な診療情

報等で処置を受けることができます。また、マイナ

ポータルでいつでも薬等の情報を閲覧することがで

きます。

※お薬手帳をお持ちでない方は
　薬局等にお尋ねください。

・データに基づくより良い医療を受けられる　
・救急現場でもデータにより正確に医療情報提供ができる
・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
・マイナポータルと e-tax 連携で確定申告の医療費控除がカンタンに
・就職、転職、引越後も健康保険証等としてずっと使える

※お持ちの現行保険証は有効期限まで使えます。

医療費の適正化にご協力を！

マイナ保険証には
様々なメリットが
あります。
ぜひご利用ください


